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この規程は、当法人の理事もしくは監事等にその地位にもとづく報酬として支払 う規則

を定めたものである。

第一条 当法人の役員とは、理事ならびに監事とする。

第二条 当法人の役員に、その地位にもとづいて、報酬を支払 う場合には、総会の承認

を受けなければならない。

第二条 役員報酬の具体的な金額は、役員会において決定する。

第四条 役員報酬の金額は、その役員の執務状況、あるいはその地位等の種々の状況を

勘案して決定する。

第五条 役員の報酬は、月を単位とし、毎月月末に支払う。

第六条 役員報酬は、現金にて、もしくは、その役員の金融機関の口座に支払 うことと

する。

第七条 この規定による役員報酬を受けようとする者は、氏名、住所等、その他、当法

人が必要と認めた書類を提出しなければならない。

平成 24年 1月 7日

特定非営利活動法人 ことばの道案内

理事長 市川 浩明



賃金および交通費 規 貝」

第1章   総 則

(賃金)

第1条  この規則で賃金とは、次に掲げるものをいう。

1)現地調査日当  (給料および報酬を含む)  8,000円
ただし事業に依ってはその限りではない。

(賃金の支給日)

第2条  1)賃 金は毎月 20日 締切 り翌月 20日 までに支給する。ただし、その日が休 日

にあたるときは、その前日に支給する。

また、会員以外の事業参加者の場合はその限りではない。

(賃金の支払い方法)

第3条  1)賃 金は、通貨 (貨幣・紙幣)で直接本人にその内訳を示してこれを支払 う。

ただし、法令に定めたられたもの (所得税等)は控除する。

2)前項の規定にかかわらず希望する者へは賃金の金額を当法人指定の金融機関

へ振込むことができる。

(通勤手当)

第4条  通勤手当は常勤する職員についてのみ支給するものとし、その額は実費とする。

(通勤手当以外の交通費)

第5条  通勤手当以外の交通費とは、次に掲げるものをいう。

1)現地調査交通費            一日1,000円 半日500円

2)資料作成時交通費 (打合せ・定例会等) 一日1,000円 半日500円

現地調査交通費については、上記金額を超えた場合、領収書添付のある場合は実費精算

をする。

ただし事業に依り指定がある場合は、実費精算とする。なお、その支給については第 2

条に含めず随時支払うものとする。

付則

この規則は平成 28年 4月 1日 より施行する。

特定非営利活動法人 ことばの道案内

理事長 市川 浩明



書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関するi事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。

令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日法人名 特定非営利活動法人ことばの道案内 事 業 年 度

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員受取会費 33,000円

賛助会員受取会費 0円

受取寄付金 492,927円

民間助成金収入 1,190,000円

国等助成金収入 100,000円

民間受託収入 1,000,000円

国等受託収入 3,655,450円

受取利息 75円

円

円

円

円

円

円

A
口 計 6,471,452円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

△
口 計 円

な し

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

係 る

けに係る料金及び条件等

係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金 条  件  等貸 付 資 産 の 内 容

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

料 金 条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ら ロ 等 と

生ずる取 |の 5者

費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

産 を )

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称

1,496,000円
点字プロックデータ制作、
WEB公開

1,050,000円 助成金収入

1,000,000円 助成金収入

563,750円 ことばの道案内制作、WEB公開

499,950円 ことばの道案内制作、WEB公開

642,389円

370,787円

363,000円

ことばの道案内制作、WEB公開341,745円

善作業

点 ロ ックデー タ制作、

ことばの道案内制作、WEB公開

住所又は所在地 取引金額

704,000円 税理士報酬

氏名又は名称

WEB公 開

ロックシステム保守・改

取 引 内 容 等



ロ け )

ハ 役務の提供 (施設の利用等

法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等取引先の氏名等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

対 価 の 額 役務提供の内容等取引先の氏名等

な し

住所又は所在地

円

円

円

円

円

円

円

円

法人との

関  係

役務の提

供年月 日

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者・に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及

る事項|[⑤給与を得た職員の総数及 る給与の総額に関する事項]5

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

93人 2,231,650円



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

その実施 日

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営オ:幅置法人ことばの道案内 チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

0特 定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ノ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人興割ま、第3表付表1「役員の状況』から転配してくださしヽ

③及瞑訓こついてIよ 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

項  目

役員数

①

④
令和 2年 4月 1日へ冷和 3年

3月 31日 4人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人

人

% 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初コ∋

(注意1申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項 |二基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。



項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計土又は監査法人の監査を受け

ている

|まυヽ はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

l｀』にい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

|｀』にい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有・無 有。無 有。無 有 。無 有 。無 有・無

ハ

第3表 (りOD

(洒函口限D
認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく書類|(役員報酬規程等提出書類):=配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

ェック

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある:場合も、当然に 暉岡い`明らかでないもの」があることになり、認1定を受けることはできませ・ん。

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

区分欄の「③円①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況Jを記載して、日①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みま・九

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員:D第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

口の各欄

ハの各欄

二の各欄

該当する一方を「○」で囲みま・九

なお、「③」から 輌①」については、イに記載する各期

間 (「③」から「①」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「
!ま墜ニ

ニ」⊆狂ユZ聾壁筆」墜監1査i誕1咀:蓋とi杢

付してくださしヽ

該当する一方を「○」で囲みます1。

なお、日②」から「①」について:よ イに記載する各期

じて行つている」d) l'ttL\t Ia rot

間 (「①」

し上』慇含に!」:、壺:E旦塁:ヨ

=垂

奎:L.II輩:壼:当塁

盤望2塾ユ上_1螢壺主L必並」ユ
`蟹
⊆≦Lだ豊

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準



書式第8号 (法第44条051条・58条関係)

囮 の 状 況 第 3表付表 1

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 4人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 Eヨ 囲日目 就任 。退任
③ ⑥ ◎ ① ◎ ①

rTT■
世」」

市川 浩明 理事

(理事

長)

平成30年 1月

11日 就任○

今村 秀治 理事 平成 30年 1月

11日 就任○

長澤 伸子 理事 平成 31年 1月

5日 就任O

田中 雅大 監事 平成30年 1月

11日 就任
○

(注意事項)

鑢定の有効期間の東新の中請に当たつては、法第 55彙第1項に基づく書類

項について、添付を省略することができます。

に記載した事



法人名 特定非営オ:脳勘法人ことばの道案内

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳

総勘定元帳

エクセル使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

7年会計ソフト (�WS)使用

ルーズリーフ

月 1回

仕訳日記帳 会計ソフト (bばS)使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関 Ю

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

(1麟腰 領)

・ 「伝票又l劃層購名」欄は、例えば『入金伝頭し、「出枷 、「振替伝票」、1覇金出納幅し、「総勘定元帳」などのように配載します。
。 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票し、町ι―ズリーフ」、:磯T暢暉」などのように配載します。

・ 晴瀬の時期」欄は、:Ⅷ時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって!ム 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出書E):=記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非悩沐l隔置法人ことばの道案内 チェック欄

ノ
4 事業活動に関して次に掲げる基,準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補渚若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のう

ること

80%以上であ

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

回

項
口
日 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申i調時

有 ・ 無 有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

有。① 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有。① 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

特定α耀湘解珀薦會者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申南郭寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における.価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。① 有。無 有。無 有。無 有・無 有 。無 有。無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別σ琳幅の供寺の有無
有・⑬ 有 。無 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。⑩ 有・無 有 。無 有。無 有・無 有。無 有。無

書式第 10号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 4表) (初舅D

鮭意申D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出■撮Dの提出時においても調載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬規程専提出書類)に記載した事項につい

て、改めて配載する必要はありません。



書式第 13号 (法第44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェッタ表第5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営利活動法人ことばの道案内

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は

居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同  意

〇 しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人

以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条・58条殷議系)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非哨千1幅働法人ことばの道案内

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意ヨ到D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員囀日嶼所諄串提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつてIよ 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類|(役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 0無有 ・ 無 有 征 有 」正 有 」聾

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7鋤 :よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書寿Dの提出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 ・ ① 有 任 有 ・ 無 有 缶 有 任 有 缶 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名

認定、

特定非営利活動法人ことばの道案内 チェック欄

ノは認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定ヨP営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等枷 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4国 税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

5 日から3
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団

イ

1 うち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非瞥鮒罰蹴却u離 を取り消された場合又は特,厠定特定非営利活動法人が特

"鵬
定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非消

":膳

動法人又は当該特側認1定特定井者

"1膳

動法人のその業務を行う理事であった者でそ
①

しの日から5年を経過しない者の有無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から
①

5年を経過しない者の有無

特定非者府膳働に進法若しくは鳳力団員による不当行渕五止法に違反したことにより、1若しくは

刑騰第24条榛曽しくは』iL力有「ネ〔メ1中処口
'は

11′り:男:を

`Eし

たことにより、ヌは国脱若しくは地方秘 こ

関する法律に違反したことにより、罰奎用:こ震 らヤヽ その朝行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を遷過しない者の有憮

イ

ロ

有

有

ハ

有。①

有 ・

しヽIJL\ (認定又は特例認定を取り 日から しない法人2

Itrrr (Ｒ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
く唖E》はい

瀞
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」L菫墜l壺整奎通菫量塑1塵日昌蟹艶L≧1壁』」L壼奎量臼LL超堕壁塾菫口壁善

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

しヽItL\ <5 国税に係|る重加算税又は地方税に係|る 1重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6

はい しヽ

は い


